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はじめに  

『地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会員活動の手引き』は、地方創生ＳＤ

Ｇｓ官民連携プラットフォーム（以下「プラットフォーム」という）の具体的な活動内

容及び手続き等について会員の皆様にお知らせするものです。 

なお、本手引きはプラットフォームを運営するにあたり、事務局が必要と判断した場

合にこの内容を改定することがあります。 

また、本手引きのほか、会員活動の各種手続きに利用する申請書や資料については、

以下の会員専用ページよりダウンロードして御利用ください。 

 

会員専用ページ：https://future-city.go.jp/platform/download/docs.html 
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1. プラットフォーム設立趣旨 

２０１５年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための目標（ＳＤＧｓ）」におい

て、先進国、開発途上国を問わず、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、世界全体

の経済、社会及び環境の三側面における持続可能な開発を統合的取組として推進すること

が示されました。 

 

ＳＤＧｓが示す多様な目標の追求は、地方自治体における諸課題の解決に貢献し、地方の

持続可能な開発、すなわち「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心

して営める地域社会を形成すること」を目標とする、地方創生に資するものと考えます。 

 

我が国におけるＳＤＧｓの国内実施を促進するためには、地方自治体及び地域経済に新

たな付加価値を生み出す企業、専門性をもったＮＧＯ・ＮＰＯ、大学・研究機関等、広範な

ステークホルダーとのパートナーシップの深化、とりわけ官民連携が必要不可欠です。 

 

また、「環境未来都市」構想は、環境や超高齢化対応等の課題解決に向け、早くから経済、

社会及び環境の三側面における新たな価値創出によるまちづくりを推進しており、ＳＤＧ

ｓの理念と軌を一にするものであり、ＳＤＧｓの取組の先行例といえます。 

 

こうした認識のもと、私たちは、国内外の広範なステークホルダーの積極的な参画と連携

により、ＳＤＧｓの達成に向けた取組と、それに資する「環境未来都市」構想のさらなる推

進を通じて、より一層の地方創生につなげることを目的に「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラ

ットフォーム」を発足することとしました。 

 

我が国全体における持続可能な経済社会づくりの推進を図り、その優れた取組を世界に

発信していくことを期待します。 

 

皆様のご賛同・ご参画をお願い申し上げます。 

 

 

２０１８年８月３１日 

「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム設立趣旨書」より 
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2. プラットフォームの目的及び活動内容 

2.1 プラットフォームの目的 

本プラットフォームは、多様なステークホルダーの積極的な参画及び官民連携を推進す

ることにより、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた取組及び、それに資す

る「環境未来都市」構想のさらなる推進を通じて、より一層の地方創生の推進につなげるこ

とを目的とします。 

この目的のもと、将来像を実現するための課題と、それを解決するノウハウや知見の共有

が進むよう、プラットフォームが情報共有の基盤となり、会員同士の情報共有や連携構築を

促進します。 

プラットフォームの目的 

 

2.2 プラットフォームの活動内容 

本プラットフォームは、以下の 3 つの活動を行います。 

 普及展開活動 

・会員活動の情報発信 

・プラットフォーム主催イベント等の開催及び情報発信 

・会員開催イベント等への後援名義の使用承認 

・ロゴマークの使用の普及促進 

 マッチング支援 

・会員情報の共有（会員データベース） 

・メールマガジン等による情報発信及び照会 

・マッチングリクエストシート等によるマッチング支援 

・マッチングイベントの開催 

 分科会開催 

・会員の提案にもとづく分科会設置、会員（提案者）主催による分科会開催 

・分科会成果のフィードバック 
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3. 普及展開活動 

本プラットフォームではホームページ等を通じて会員のＳＤＧｓに関する活動や官民連

携の取組について広く情報発信を行うほか、プラットフォーム主催によるイベント情報等

について発信します。また、会員は、自身が開催するＳＤＧｓに関するイベント等について、

プラットフォームの後援名義を使用できるほか、ロゴマークを活用したＰＲ等を行うこと

ができます。 

 

 会員活動の情報発信 

 プラットフォーム主催イベント等の開催及び情報発信 

 会員開催イベント等への後援名義の使用 

 ロゴマークの使用の普及促進 

3.1 会員活動の情報発信 

本プラットフォームにおける会員のＳＤＧｓに関する活動や官民連携の取組について、

ウェブサイトを通じて広く情報発信を行います。 

3.2 プラットフォーム主催イベント等の開催及び情報発信 

地方創生ＳＤＧｓ国際フォーラム等、プラットフォームの主催・共催によるイベント等に

ついて、ウェブサイトや会員向けメールマガジン等でお知らせします。 

3.3 会員開催イベント等への後援名義の使用 

会員が主催又は共催する講演会・講習会等のイベントについて、プラットフォームの後援

名義等を使用することができます。 

 

＜申請の流れ＞ 

① 【会員】使用申請（イベント開催の１か月前まで） 

② 【事務局】審査・承認 

③ 【会員】後援名義の使用 

④ 【会員】結果報告（使用後速やかに） 

 

後援名義等の使用を希望する会員は、運営事務局に「後援名義申請書（様式７）」及び関

係書類をメールで提出してください。事務局で審査を行い、後日承認通知を申請団体に通知

します。申請団体は行事等の終了後、速やかに結果報告書を事務局に提出します。 

上記詳細については、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの後援等名義に関す

る規程」をご参照ください。 

 

＜提出先＞ 

地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 運営事務局 宛 
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メールアドレス：team-sdgs@sdgs-futurecity.jp 

 

 ＜申請時に必要な関係書類＞ 

（１） 行事等の概要（例えば、行事にあっては、その目的、日時、議事次第、出席者、

出品内容、使用施設、事故防止及び公衆衛生のための措置、入場料、他の後援

等の団体（申請中のものを含む。）等）を明らかにする書類  

（２） 行事等の収支予算書  

（３） 主催者等が民間団体である場合には、定款又は寄付行為、会則、役員名簿、活

動状況等その団体の性格及び内容を明らかにする書類 

 

＜完了時提出物＞ 

行事等の実施内容、収支決算その他必要な事項を記載した結果報告書 

 

3.4 ロゴマークの使用の普及促進 

プラットフォームの活動をさらに推進し、会員活動を地域及び国内外にＰＲするための

ツールとして、地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームのロゴマークを設けています。 

会員のウェブサイトや会員主催のイベントのチラシ等広報媒体、会員の名刺等に是非ご

活用ください。 

なお、ロゴマークの使用にあたっては、「ロゴマーク使用規約」及び「ロゴマーク使用ガ

イドライン」をご参照ください。 
 

・ＳＤＧｓホイール入り 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文字のみ（左：背景色が白などの場合・右：濃色の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 ロゴデータ：https://future-city.go.jp/platform/download/data/logo.zip 

 使用規約：https://future-city.go.jp/platform/download/data/logo_rule.pdf 

 使用ガイドライン：https://future-city.go.jp/platform/download/data/logo_guideline.pdf 

mailto:team-sdgs@sdgs-futurecity.jp
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4. マッチング支援 

会員間の交流が活発化するよう、会員情報の共有及び会員の要望を通じた交流支援を事

務局が行います。 

この取組を進めるため、以下の活動を実施します。 

 

1. 会員情報の共有（会員データベース） 

…会員の目指す将来像を共有 

♦会員情報入力フォーム（１・２号会員）（様式１－１）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=2 

♦会員情報入力フォーム（３号会員）（様式１－２）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=3 

♦会員紹介等依頼入力フォーム（様式２）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=8 

 

2. メールマガジン等による情報発信及び照会 

…会員主催のイベント情報の共有・会員の技術・ノウハウの情報の共有 

♦イベント等情報発信依頼入力フォーム（様式３）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=9 

 

3. マッチングリクエストシート等によるマッチング支援 

…会員の抱える具体的な課題等に基づく連携支援  

♦マッチングリクエストシート（１・２号会員）（様式４－１） 

♦マッチングリクエストシート（３号会員）（様式４－２） 

♦マッチング提案シート（様式５） 

♦マッチング報告シート（様式６） 

上記一式：https://future-city.go.jp/platform/download/data/matchingsheet_all.zip 

 

4. マッチングイベントの開催 

…会員間の交流促進イベント開催による連携支援 

4.1 会員情報の共有（会員データベース） 

会員同士の交流を促進するため、会員相互の情報を共有するデータベースの作成を行い

ます。各会員が目指す将来像やそれに向けた具体的な取組、会員が持つノウハウ・技術等の

情報を開示可能な範囲で共有することで、会員同士の『見える化』を進めます。 

 

（１）会員情報の収集 

入会手続き後に所定の様式に基づき、会員の皆様の情報を収集します。以下のＵＲＬ

にアクセスし、会員情報を入力してください。なお、会員属性（1、2、3 号会員）により

入力フォームを区分しておりますので、それぞれ会員区分に基づく入力フォームに記入

の上、運営事務局まで送信してください。また、定期的に情報の更新も行う予定ですの

で、詳細については運営事務局からのメールマガジンを御参照いただくか、運営事務局

までお問い合わせください。 
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♦会員情報入力フォーム（１・２号会員）（様式１－１）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=2 

♦会員情報入力フォーム（３号会員）（様式１－２）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=3 

 

 

＜会員属性＞ 

１号会員 次のいずれかに該当するもの 

環境モデル都市 

環境未来都市 

ＳＤＧｓ未来都市 

その他環境、超高齢化、ＳＤＧｓの達成に向けた取組又は地域づくりに意欲の

ある都道府県及び市区町村 

２号会員 関係府省庁 

３号会員 民間団体等（ただし、法人格を有する団体に限る） 

 

＜会員情報の入力項目＞ 

1 団体名 

2 目的 

3 実現を目指すゴール 

4 取組状況 

5 現在取り組んでいる内容 

6 今後取り組みたい内容 

7 保有するＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進に資する技術・ノウハウ・ソリューシ

ョン、提供可能なフィールド等 

8 活動にあたっての課題 

9 官民連携プラットフォームへの期待事項 

10 参考ウェブサイト 

 

（２）会員情報の共有 

会員の皆様に記入いただいた情報をもとに、会員間の交流が活発化するよう、会員デ

ータベースを作成、共有します（会員データベース専用サイトを通じて公開しておりま

す）。なお、会員データベースについては定期的に更新する予定です。 

掲載情報については、本手引き「6．プラットフォーム活動で得た情報の管理について」

に記載の通り、情報管理の徹底にご協力ください。また、会員データベースの一部につ

いては一般（会員以外にも）に公表することを予定していますので、あらかじめご承知

おきください。 

 

♦会員データーベースＵＲＬ；https://xsdg.bmlab.org/ 

・ID：sdgs 

・PASS：sdgs2030 
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（３）会員の紹介 

会員データベース等を参照して特定の会員の紹介や、あるいは自団体の課題を解決す

る可能性のある会員、共通の課題を抱える会員、同じゴールを目指す会員等の紹介を希

望する場合、運営事務局が仲介・調整を行います（民間企業等の営業を支援するもので

はないことにご注意ください）。以下のＵＲＬにアクセスし、入力フォームに記入の上、

運営事務局まで送信してください。 

 

♦会員紹介等依頼入力フォーム（様式２）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=8 

4.2 メールマガジン等による情報発信及び照会 

会員間の情報共有につながるよう、運営事務局より各種イベント等のお知らせを発信し

ます。また、会員への技術・ノウハウの紹介や、同じゴールを目指す仲間づくり等に関する

照会、会員が主催・共催するイベント等について、メールマガジンにて全会員に向けて案内

するとともに、ウェブサイトに掲載します。 

 

発信元メールアドレス：team-sdgs@sdgs-futurecity.jp 

メールマガジン件名 ：メールマガジン vol. ●●●のお知らせ 

 

＜主な配信内容＞ 

① 内閣府や本プラットフォームからのお知らせ・お願い 

② 分科会メンバー募集のお知らせ・進捗状況 

③ 技術・ノウハウの探索や同種ゴールを目指す会員との交流に向けた情報発信 

④ 会員が主催・共催するイベント（イベントへの出展も含む）情報 

 

メールマガジンによる案内及びウェブサイトへの情報掲載を希望する場合、以下のＵＲ

Ｌにアクセスし、入力フォームに記入の上、運営事務局まで送信してください。なお、各種

イベント等の情報を発信する場合は、開催の 1 カ月前までにお知らせください。 

 

♦ イベント等情報発信依頼入力フォーム（様式３）：https://krs.bz/sdgs-ka/m?f=9 
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4.3 マッチングリクエストシート等によるマッチング支援 

ＳＤＧｓを通じて実現したいことや課題を持つ会員と、解決策やノウハウを持つ会員と

のマッチングを、マッチングリクエストシート等を通じて支援します。 

 

 

（１）マッチングリクエストシート 

マッチングを通じて解決したい課題や、他の会員の課題解決に向けて提供したい技術

やノウハウ等を「マッチングリクエストシート」に記入の上、運営事務局に提出します。 

提出された「マッチングリクエストシート」は、メールマガジン等で全会員に情報共有

されるほか、本プラットフォームのホームページ上でも公開します（一部、公開範囲を会

員が選択可能）。 

  

♦マッチングリクエストシート（１・２号会員）（様式４－１）  

♦マッチングリクエストシート（３号会員）（様式４－２）  

  

なお、上記様式等の提出様式のほか、リクエストシートの詳細一覧については会員専用

ページよりダウンロードして御利用ください。 

 

♦会員専用ページ：https://future-city.go.jp/platform/download/docs.html 

  

＜マッチングリクエストシートの入力項目＞ 

（地方公共団体入力用） 

1 地方公共団体名 

2 主要な産業 

3 達成したいＳＤＧｓのゴール 
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4 マッチング要望について 

5 連携したい民間企業等の業種 

6 イメージする連携事例 

7 マッチング・連携に対する意向 

 

（民間企業等入力用） 

1 民間企業等名 

2 業種 

3 事業内容 

4 団体の強み 

5 達成したいＳＤＧｓのゴール 

6 ＳＤＧｓ推進に向けて取り組んでいること・今後取り組みたいと考えていること 

7 マッチング要望について 

8 連携をイメージしている団体 

9 地方公共団体等との連携実績・内容 

10 マッチング・連携に対する意向 

 

（２）マッチング提案シート 

「マッチングリクエストシート」により提出された課題解決に向けた連携の要望や、

技術やノウハウ等の提案に対して、マッチングを希望する会員は、「マッチング提案シー

ト」（様式５）を運営事務局に提出します。提案シートは運営事務局を通じてリクエスト

シート提出団体に提供され、課題解決等に向けた相談等をスタートします。 

 

♦マッチング提案シート（様式５） 

 

＜マッチング提案シートの入力項目＞ 

1 団体名 

2 業種 

3 達成したいＳＤＧｓのゴール 

4 マッチング・連携希望先の団体 

5 マッチング・連携を希望する団体のマッチングリクエストシート内容 

6 マッチング・連携に対する意向 

7 提案先と共有したい課題・テーマ 

8 提案先に提供したい取組・事業 

9 団体の特徴や、連携先に向けたアピールポイント 

 

（３）マッチング報告シート 

会員データベース等を通じた会員紹介、メールマガジン等による情報発信及び照会又

はマッチングリクエストシート等を通じたマッチング支援等によって、会員同士が１対

１などでやり取り（打ち合わせ、メール、電話等）を行った場合（マッチングに至った場
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合）、マッチング成立後２週間後までを目途に、マッチング報告シート（様式６）を作成

して運営事務局に提出してください。また、その後の進捗状況に応じて、任意で御記載・

御提出いただきます。 

 

♦マッチング報告シート（様式６） 

 

＜マッチング報告シートの入力項目＞ 

1 団体名 

2 連絡先名称 

3 連携のきっかけ 

4 連携先との取組概要 

5 今後の方向性 

 

4.4 マッチングイベントの開催 

 会員間の交流及び連携支援のため、事務局主催によるマッチングイベントを開催してい

ます。開催案内はメールマガジンやウェブサイト等を通じて行うほか、過去に開催したイベ

ント情報はウェブサイトでご案内します。 
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5. 分科会開催 

分科会は、会員間で共通の問題や課題に対する検討の実施、知見の共有及び取組の具体化

に向けた調査・検討の実施を行い、地方創生やＳＤＧｓの達成に資する具体的な事業の創出

やその事業を進めるための官民連携を促進することを目的とします。 

会員は、分科会の設置を提案することができ、また、設置された分科会への参加が可能で

す。参加を希望される場合は、各分科会の計画書に記載されている主催団体連絡先にお問合

せいただき、参加申し込みを行ってください。分科会の詳細については、「分科会運営の手

引き」を参照ください。なお、分科会の活動内容はホームページ上でも公開しています。 

 

＜参考：2020年度分科会一覧(2021年 3月時点)＞ 

継続分科会 継 01～継 27 

 

番号 提案者名 テーマ SDGS 17ゴール 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

継01 NPO法人ユニグラウンド 資源360° 4

継02 バリュードライバーズ株式会社 食品ロス分科会 7

継03
国際航業株式会社(代表)

ESRIジャパン株式会社
日本版SDGsの指標ならびにGISを活用した可視化検討 10

継04 モバイルソリューション株式会社 地方創生の為の地域エネルギービジネスの創出 13

継05 神奈川県 SDGs社会的投資促進分科会 16

継06 西武信用金庫
SDGs普及促進のための地域金融機関の役割を考え具体な取組みの

発展と創出を目指す
19

継07 内閣府 企業版ふるさと納税分科会 23

継08
国立研究開発法人科学技術振興機構

（JST）
地域産学官社会連携 26

継09
株式会社JTB

株式会社JTB総合研究所
“観光を通じた地方創生のSDGs達成貢献“に関する勉強会 30

継10 国立大学法人長崎大学
島嶼SDGs～「住み続けたい」を支えるための、島における社会・環境・

経済の調和した自立的発展のための取り組み～
33

継11
一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協

会
価値共創によるソーシャルプロダクツの開発 37

継12

株式会社ポリテック・エイディディ

大日本コンサルタント株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社

「自然資本」でワッショイ！SDGs達成をもっと盛り上げる分科会 41

継13 北九州市、壱岐市、熊本県小国町 ＡＬＬ九州ＳＤＧｓネットワーク 44

継14 一般社団法人日本経営士会(AMCJ)① 中小企業・サプライチェーンにSDGs・CSR・環境経営の普及 47

継15 翔飛工業株式会社 廃棄物削減と持続可能なリサイクル化について検討 51

継16 一般社団法人日本経営士会(AMCJ)②
SDGsをﾍﾞｰｽとした非財務的要素による中小企業与信評価指標の開

発
54

継17 一般社団法人日本医食促進協会 メディシェフ（医学とおいしさの技術）で健康になる食文化を創る 58

継18 一般社団法人 PMI日本支部 ＳＤＧｓスタートアップ研究 ～アジャイル・アプローチ～ 62

継19
公益財団法人地球環境戦略研究機関

(IGES)

「自発的自治体レビュー」（Voluntary Local/Regional Review）

研究会
66

継20

青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティン

グ株式会社（青山学院ハイコン・代表）

株式会社ソフィアコミュニケーションズ

SDGs＆ESG＆CSVビジネスモデルと人材育成 70
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新規分科会 新 01～新 20 

 

番号 提案者名 テーマ SDGS 17ゴール 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

継01 NPO法人ユニグラウンド 資源360° 4

継02 バリュードライバーズ株式会社 食品ロス分科会 7

継03
国際航業株式会社(代表)

ESRIジャパン株式会社
日本版SDGsの指標ならびにGISを活用した可視化検討 10

継04 モバイルソリューション株式会社 地方創生の為の地域エネルギービジネスの創出 13

継05 神奈川県 SDGs社会的投資促進分科会 16

継06 西武信用金庫
SDGs普及促進のための地域金融機関の役割を考え具体な取組みの

発展と創出を目指す
19

継07 内閣府 企業版ふるさと納税分科会 23

継08
国立研究開発法人科学技術振興機構

（JST）
地域産学官社会連携 26

継09
株式会社JTB

株式会社JTB総合研究所
“観光を通じた地方創生のSDGs達成貢献“に関する勉強会 30

継10 国立大学法人長崎大学
島嶼SDGs～「住み続けたい」を支えるための、島における社会・環境・

経済の調和した自立的発展のための取り組み～
33

継11
一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協

会
価値共創によるソーシャルプロダクツの開発 37

継12

株式会社ポリテック・エイディディ

大日本コンサルタント株式会社

MS&ADインターリスク総研株式会社

「自然資本」でワッショイ！SDGs達成をもっと盛り上げる分科会 41

継13 北九州市、壱岐市、熊本県小国町 ＡＬＬ九州ＳＤＧｓネットワーク 44

継14 一般社団法人日本経営士会(AMCJ)① 中小企業・サプライチェーンにSDGs・CSR・環境経営の普及 47

継15 翔飛工業株式会社 廃棄物削減と持続可能なリサイクル化について検討 51

継16 一般社団法人日本経営士会(AMCJ)②
SDGsをﾍﾞｰｽとした非財務的要素による中小企業与信評価指標の開

発
54

継17 一般社団法人日本医食促進協会 メディシェフ（医学とおいしさの技術）で健康になる食文化を創る 58

継18 一般社団法人 PMI日本支部 ＳＤＧｓスタートアップ研究 ～アジャイル・アプローチ～ 62

継19
公益財団法人地球環境戦略研究機関

(IGES)

「自発的自治体レビュー」（Voluntary Local/Regional Review）

研究会
66

継20

青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティン

グ株式会社（青山学院ハイコン・代表）

株式会社ソフィアコミュニケーションズ

SDGs＆ESG＆CSVビジネスモデルと人材育成 70

番号 提案者名 テーマ SDGS 17ゴール 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

継21 一般社団法人 社会デザイン協会 地域人材育成のための分科会 75

継22 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン 私たちはお金を創ります。-ソーシャルマネープロジェクト- 78

継23 特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン SDGsを理解し合うヒント 　Hi-エンゲージメント- 82

継24 一般社団法人ナショナルパークスジャパン
国立公園における SDGs地方創生に資するビジネスを創出する官民連

携分科会
86

継25 一般社団法人日本技術者連盟
動画サイトを活用して、企業のSDGs活動の可視化とプロモーション効果

の最大化
90

継26 経営標準化機構株式会社 国民的SDGs を実現する 地方創生 と 中小企業版SDGs経営 93

継27 経営標準化機構株式会社 「日本型金融排除」のない社会へ　～事業性評価エコシステム～ 96
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新15 株式会社エイアンドピープル SDGs達成のための伝達術「プレイン・ランゲージ」

新16
東京理科大学イノベーション・キャピタル株

式会社

SDGs産学官民事業創生・地方創生・教育創生連携ネット

ワーク

新17 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース プロスポーツを活用したSDGs推進のための検討

新18 The Sempo Project LLC
Project Super Japaneseを活用した地方創生SDGsの

積極的推進

新19 NGO ILFA 災害時情報共有一元化プラットフォーム

新20
おはようトラベル株式会社 (ユニバーサル

ツーリズムセンターむさしの)

高齢者・障がい者の旅行の環境整備宣言によるユニバーサル

ツーリズムの推進と地域振興
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6. プラットフォーム活動で得た情報の管理について 

本プラットフォームは、登録制の会員組織です。プラットフォームの活動を通じて得られ

た情報については、下表に示すルールにもとづき、管理の徹底をお願いします。 

特に、非会員には原則非公開となる、会員情報データベースや分科会成果などについては、

事務局の承諾を得ず公開しないようご留意ください。 

 

情報 分科会メンバー 会員 非会員 

①会員情報 

データベース 
― ○ × 

②マッチング  

結果報告 
― 

△ 

報告者の承諾による 
△ 

③メールマガジン ― ○ × 

④分科会の検討成果 ○ △ △ 

 

②、④については、本プラットフォームの活動紹介のため、本プラットフォームＷＥＢサ

イト（https://future-city.go.jp/platform/）にて一部公表いたします。 
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7. 規約・規程 

地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム規約 

平成２０年１２月１４日  

（一部改正：平成２２年５月２８日）  

（一部改正：平成２４年５月２９日）  

（一部改正：平成２７年６月５日）  

（一部改正：平成３０年８月３１日） 

（一部改正：平成３１年４月４日） 

 

（名 称）  

第１条 本会は、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」（以下「プラット

フォーム」という。）と称する。  

 

（目 的）  

第２条 本会は、多様なステークホルダーの積極的な参画及び官民連携を推進するこ

とにより、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた取組及び、それに

資する「環境未来都市」構想のさらなる推進を通じて、より一層の地方創生の推進

につなげることを目的とする。 

  

（活動内容）  

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。  

一 環境未来都市、環境モデル都市、ＳＤＧｓ未来都市の取組事例の全国への展

開・波及に関する活動 

二 環境未来都市、環境モデル都市、ＳＤＧｓ未来都市及びその他の会員間の先導

的取組・学術研究等の情報共有及び相互啓発、連携強化に関する活動 

三 都市と地方、会員間の連携強化など広域的取組や複合的取組の企画・推進に関

する活動  

四 我が国の優れた取組の世界に向けた情報発信や国際連携促進に関する活動 

五 その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 

（会 員）  

第４条 本会は、本会の目的に賛同し、本規約を順守する以下の会員をもって組織す

る。 

 一 一号会員 次のいずれかに該当するもの 

  イ 環境モデル都市 

  ロ 環境未来都市 
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  ハ ＳＤＧｓ未来都市 

  ニ その他環境、超高齢化、ＳＤＧｓの達成に向けた取組又は地域づくりに意欲

のある都道府県及び市区町村 

 二 二号会員 関係府省庁 

 三 三号会員 民間団体等（ただし、法人格を有する団体に限る） 

２ 本会への加入を希望する者は、その旨を書面により提出し、審査を経て承認され

ることで、会員となる。 

３ 会員は、書面により届け出て退会することができる。 

４ 会員が次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、その会員を除名することが

できる。 

一 本規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき 

二 会員が解散又は営業を停止したとき 

三 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき 

四 その他本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき 

 

（役 員）  

第５条 本会に、会長１名、副会長１名及び幹事複数名を置く。  

２ 会長は、一号会員の中から総会で選出する。  

３ 副会長は、三号会員の中から総会で選出する。 

４ 幹事は、会員の中から総会で選出する。  

５ 会長、副会長及び幹事の任期は、総会承認日から次年度総会開催日までとする。

ただし、再任を妨げない。  

６ 会長は、本会を代表し、プラットフォームの運営に当る。  

７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

８ 幹事は、会長及び副会長を補佐し、プラットフォームの運営に当る。  

９ 会長、副会長及び幹事で構成する幹事会を設置し、運営方針、活動計画及びその

他本会の運営に関する重要事項を協議する。  

 

（総 会）  

第６条 総会は、会長が招集し、総会の議事を総理する。  

２ 総会は、次の事号を決定する。 

一 役員の選出に関する事項 

二 運営方針及び活動計画に関する事項 

三 規約の制定及び改廃に関する事項 

四 その他本会の意思決定に関する重要事項 

３ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決すると
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ころによる。 

 

（分科会等）  

第７条 活動の必要に応じて、本会に会員の一部により組織された分科会等を設置す

ることができる。  

２ 本会の会員は、分科会等の設置を提案できる。  

３ 分科会等の設置について幹事会は助言を行うことができる。  

４ 分科会等には、必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。  

５ その他の事項については、本規約と別に定める「分科会規程」によるものとす

る。 

 

 

（事務局）  

第８条 本会に、事務を処理するための事務局を置く。  

 

（雑 則）  

第９条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が定め

る。  

 

附 則  

この規約は、平成２０年１２月１４日から施行する。  

附 則（平成２２年５月２８日）  

この規約は、平成２２年５月２８日から施行する。  

附 則（平成２４年５月２９日）  

この規約は、平成２４年５月２９日から施行する。  

附 則（平成２７年６月５日）  

この規約は、平成２７年６月５日から施行する。  

   附 則（平成３０年８月３１日） 

この規約は、平成３０年８月３１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月４日） 

この規約は、平成３１年４月４日から施行する。 
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地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの後援等名義に関する規程  

平成２１年４月１日  

      （一部改正：平成２４年５月２９日） 

 （一部改正：平成２７年６月５日）  

（一部改正：平成３０年８月３１日） 

（一部改正：平成３１年４月４日） 

 

（趣旨）  

第１条 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（以下「プラットフォーム」とい

う。）としてその趣旨に賛同し、積極的に支援する価値があると認められる講演会、

講習会、競技会、普及運動その他の行事、映画の製作、出版物の刊行等（以下「行

事等」という。）に対しては、この規程の定めるところにより、プラットフォーム

の後援、協賛、賛助、監修等（以下「後援等」という。）の名義の使用を承認でき

るものとする。  

 

（審査基準）  

第２条 後援名義等の使用は、次に掲げる基準を満たすと認められる行事等について、

これを承認することができる。この場合において、プラットフォームの信用を失墜

させることのないよう十分配慮しなければならない。  

（１） 主催者等及び関係者に関する基準  

行事等の主催者、製作者、発行者等（以下「主催者等」という。）が、次の

いずれかに該当し、かつ、主催者等及び関係者が堅実な活動実績を有し、信用

し得る者であること。 

    ア プラットフォーム会員  

イ 国の行政機関（独立行政法人、特殊法人、認可法人を含む。）  

ウ 地方公共団体（地方独立行政法人を含む。）  

エ 国立大学法人、大学  

オ 公益法人（宗教法人を除く。）又はこれに準ずる団体  

カ 新聞社、ラジオ放送事業者、テレビジョン放送事業者、映画会社等の報道

機関  

キ アからカまでに掲げる者に準ずると認められる者  

（２） 行事等の内容に関する基準  

行事等の内容が、次のいずれにも該当するものであること。  

ア 地方創生に資するＳＤＧｓ達成に向けた取組及び「環境未来都市」構想の

普及又は啓発、低炭素社会づくりの推進に積極的に寄与するものであるこ

と。  

イ 行事等の所要経費についての資金計画が十分なものであること。  

ウ 特定の者の利益が図られるおそれのないものであること。  
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エ 行事等にあっては、事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられ

ているものであること。  

オ 法令又は公序良俗に反する事業等でないこと。 

 

（申請手続）  

第３条 行事等の主催者は、別紙様式による申請書に、次に掲げる関係書類を添えて、

当該行事等の１か月前（ポスターその他の印刷物等に後援等団体名を掲載する場合

には、その印刷の１か月前）までに、プラットフォーム会長（以下「会長」という。）

に申請を行わなければならない。 

（１）行事等の概要（例えば、行事にあっては、その目的、日時、議事次第、出席者、

出品内容、使用施設、事故防止及び公衆衛生のための措置、入場料、他の後援

等の団体（申請中のものを含む。）等）を明らかにする書類  

（２）行事等の収支予算書  

（３）主催者等が民間団体である場合には、定款又は寄付行為、会則、役員名簿、活

動状況等その団体の性格及び内容を明らかにする書類  

  

（承認の決定）  

第４条 会長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認につ

いて申請団体に通知するものとする。  

２ 会長は、後援等名義の使用を承認した場合には、当該承認の日以後の直近の総会に

おいて、その旨及びその内容を報告するものとする。  

 

（監督指導）  

第５条 承認後においても、会長は、次に掲げるところにより、主催者等を監督指導す

るものとする。 

（１）行事等について主催者等又は関係者がこの規程の趣旨に反する行為を行わない

ように常に注意する。  

（２）主催者等又は関係者がこの規程の趣旨に反する行為を行っている疑いがある場

合には、現地調査等必要な調査を行い、その事実が判明した場合には、主催者

等に対しその是正を文書により勧告する。  

 

（承認の取消）  

第６条 主催者等が前条第２号の勧告に従わない場合、会長は、速やかに承認を取り消

し、直ちに主催者等に通知するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

 

（結果の報告）  

第７条 会長は、行事等の終了後、速やかに、申請者から行事等の実施内容、収支決算

その他必要な事項を記載した結果報告書を提出させなければならない。  
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 （免責） 

第８条 プラットフォームは、名義の使用によって生ずる損害について一切の責任を負

わない。 

 

附 則  

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成２４年５月２９日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成２７年６月５日から施行する。 

    附 則 

この規程は、平成３０年８月３１日から施行する。 

    附 則 

この規程は、平成３１年４月４日から施行する。 
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地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 分科会規程 

平成３０年８月３１日 

（一部改訂 平成３１年４月４日） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（以下「プラットフ

ォーム」という。）規約第７条の規定に基づき設置される、分科会に関し必要な事項

を定める。 

 

（目的） 

第２条 分科会は、プラットフォームの会員（以下「会員」という。）間で、共通の問

題や課題に対する検討の実施、知見の共有及び取組の具体化に向けた調査・検討の実

施などを行うことを目的とする。 

 

（設置期間） 

第３条 分科会の設置期間は原則として、設置日から当該年度末とする。 

 

（活動計画） 

第４条 分科会の設置又は設置期間の延長を希望する会員は、年間の活動計画を所定の

書式でプラットフォーム事務局（以下「事務局」という。）に提出する。 

 

（活動報告） 

第５条 分科会は、当該年度末までに、活動報告を所定の書式で事務局に提出する。 

 

（メンバー） 

第６条 分科会の構成員（以下「メンバー」という。）は、会員から組織する。 

二 メンバーの募集に当っては、設立時を含め会員に対して十分な告知を行うものとし、

分科会長が特に分科会活動に悪影響を及ぼすと判断した場合を除き、会員は参加を阻

まれない。 

三 メンバーは、いつでも分科会を退会することができる。ただし、退会後も第１１条

を遵守する。 

 

（役員） 

第７条 分科会に、分科会長１名を置く。 

二 分科会長は、分科会の設置を提案する会員とする。 

三 分科会長は、メンバーのうちから副分科会長を指名することができる。 

四 分科会長及び副分科会長の任期は設置日から当該年度末までとする。ただし、再任

を妨げない。 
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五 分科会長は、分科会を代表し、会を運営する。 

六 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第８条 分科会の会議は、分科会長が招集し、分科会長が議長となる。 

二 分科会における議決事項がある場合は、メンバーの過半数出席のもと、出席したメ

ンバーの過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

三 分科会長は、必要に応じて、メンバー以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を

求めることができる。この場合、当該出席者に第 11 条を遵守させるよう必要な措置

をとらなければならない。 

 

（報酬及び費用） 

第９条 分科会の役員の報酬は、無償とする。また、会議等に要する費用は、特に事務

局からの提供がない限りは、メンバー間での自己負担とする。 

 

（成果の報告） 

第１０条 分科会活動により生じたアイデア、知見その他の成果（以下「検討成果」と

いう。）がある場合、分科会は、随時事務局へ所定の書式で報告するものとする。 

 

（秘密保持） 

第１１条 メンバーは、分科会活動において知得した他のメンバーの技術的な情報及び

相互の接触交流により知り得た他のメンバーの秘密を第三者に開示又は漏洩をして

はならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。 

 

（検討成果等の取扱い） 

第１２条 分科会の活動計画、活動報告及び検討成果（以下「検討成果等」という。）

は、事務局を通じ、会員に共有され、会員及び事務局は検討成果等を自由に利用する

ことができる。 

二 前項の規定にかかわらず、検討成果等に、技術的な開発成果等他の会員に共有する

ことが望ましくない知見及び情報等が含まれると分科会が判断した場合、分科会は、

事務局と検討成果等の取扱いについて協議するものとする。 

三 分科会は、検討成果等について知的財産権（特許、意匠、実用新案、商標及び著作

権を含む。）に関する出願等を検討する場合、予め事務局に当該内容を報告し、取扱

いについて協議するものとする。 

 

（委任） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は、分科会長が別に
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定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年８月３１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月４日から施行する。 


